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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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規 則

高知県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条

例の一部を改正する条例の一部の施行の日を定める規則をここに

公布する。

平成29年 7月21日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第67号

高知県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例の一部の施行の日を定め

る規則

高知県地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条

例の一部を改正する条例（平成29年高知県条例第31号）附則第 1

項ただし書の規定に基づき、同項ただし書に規定する改正規定の

施行の日は、平成29年 7月24日とする。
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